
令和 ６年 １月１７日

No. 質　問　事　項 回　　　答

「特記仕様書：第１章 総 則」　「１－８ 調査用地等に関する事項」

　　「工期」は、「３６０日」となっていますので、「想定工期限」は 　　ご質問の「工期設定」については、「令和６年１１月以降から

　「令和７年２月上旬」となりますが、本業務の大半を占める工種 　着手する業務を考慮して設定」しております。また、「特記仕様

　が「令和６年１１月上旬以降」からの着手となっています。その 　書：１－３ 資料の貸与」に示す「貸与時期の変更や業務の変更

　点を踏まえますと「工期が短い」と思いますが、状況により「延 　など」は、別途、「協議の対象」と考えております。

　長」もあり得ますでしょうか？　

　また、あり得る場合は、どのような場合が該当しますでしょうか？

質問書に対する回答について

調査等名） 上信越自動車道　屋代スマートＩＣ路線測量
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